
協会けんぽ青森支部からのお知らせ（令和7年12月）

　協会けんぽでは、健康保険事業等の推進・発展のためにご尽力いただいている健康保険委員の皆様の永年の活
動や功績等に対しまして、感謝の意を表し「健康保険委員表彰」を実施しており、去る11月14日にホテル青森
にて、「令和7年度健康保険委員功労者表彰式」が行われました。
　受賞された皆様には心からお祝いを申し上げますとともに、今後、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

令和7年度  健康保険委員功労者表彰式が行われました！

羽田　和弘　 様　 株式会社　キクヤメガネ

中野　幸子　 様　 株式会社　夏堀組
成田　賀子　 様　 協同組合　青森総合卸センター
野口　恵一　 様　 株式会社　岡山建設

佐々木  まり子様　 紺野建設　株式会社

木村　真理子 様　 兵庫クレー　株式会社　八戸工場
工藤　貴実王 様　 株式会社　タナックス弘前支店

小笠原　尚美 様　 株式会社　大一通商
小山　真理子 様　 株式会社　キタコン
下村　千晶　 様　 八戸燃料　株式会社

保土沢　順一 様　 株式会社　柏崎組

小嶋　由美子 様　 鎌田設備工業　株式会社

事業所に1名以上の健康保険委員をご登録ください！
　健康保険委員とは、健康保険に関する相談・健康診断等、
職場の健康づくりの推進といった事業所様と協会けんぽの橋
渡し的役割を担っていただける方のことです。
　活動内容は、通常業務に支障のない範囲での活動です！

実をいうと、事業所の健康保険事務
ご担当者様は、現在のお仕事が健康
保険委員の業務内容なんです！

登録は簡単！２STEP

②青森支部へFAX・
　郵送するだけ登録用紙はこちら▶

①登録用紙を記入

健康保険委員の特典
1.お役立ち情報が載った広報誌を送付

2.健康保険制度や各種申請書の記入の
　ポイント等を解説した冊子を送付

3.無料の研修会にご案内（参加自由）

4.活動実績に応じた表彰制度があります
　　　　　　　　　　　　　　　…等々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他お役立ち情報や最新情報を、
　　　　　　　随時お届けいたします！

全国健康保険協会理事長表彰

厚生労働大臣表彰

全国健康保険協会支部長表彰

登録費・年会費無
料

✿「令和7年度被扶養者資格の再確認」にご協力いただき、ありがとうございました✿
引き続き受付を行っておりますので、未提出の場合はお早めにご提出くださいますようお願いいたします。

田村　和幸　 様　 株式会社　熊谷建設工業
山内　朋恵　 様　 エイコウコンサルタンツ株式会社

山崎　恵美　 様　 弘南観光開発　株式会社佐々木　祐也 様　 水晶米あおもり事業協同組合　八戸支社
佐藤　忠俊　 様　 株式会社　兼建興業 （５０音順）（他２名）



会員募集中

申請書の印刷も無料 メールマガジンでは
旬な情報を毎月配信中

協会けんぽ　青森支部の
ホームページはこちらから

令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は
お使いいただけません

〒030-8552  青森市長島2-25-3　ニッセイ青森センタービル８階
TEL:017-721-2799（代表）

健康情報等お役立ち情報を配信中！
LINELINE
協会けんぽ青森支部

公式アカウントはじめました！
お友だち追加は
QRコードまたはID検索から

＠kenpo_aomori

友だち
募集中
友だち
募集中

令和7年度「医療費のお知らせ」をお送りします
　協会けんぽでは、健康保険事業の健全な運営を図るとともに、加入者の皆様に健康への意識を高めていただ
くため、年に1回「医療費のお知らせ」を発行しております。令和7年度の実施概要は下記のとおりです。

送付時期 令和8年1月13日から23日にかけて
順次発送

対象診療月 令和6年9月～令和7年8月診療分

送付先 事業所宛
※任意継続被保険者の方はご自宅宛

対象者 協会けんぽの加入者
※対象診療月に医療機関の受診がある方

医療費のお知らせの送付にかかる事業所ご担当者様へのお願い

❖医療費のお知らせには個人情報が含まれております。開封せずに対象の従業員様へお渡しください。
❖退職された方の医療費のお知らせは、同封の返信用封筒にてご返送ください。
❖医療費のお知らせの送付がない従業員様もいます。
　・協会けんぽの資格がない方（退職・扶養解除等）
　　※退職後、任意継続に加入された方は、在職中の期間分を含めた医療費の
　　　お知らせが発行されます。
　・医療機関からの請求の遅れ等により、通知対象の受診情報がない方
❖退職前等、加入時の医療費のお知らせを希望する場合は、「医療費のお知らせ依頼書」を
　ご申請ください。

詳細は
こちら

「医療費のお知らせ依頼書」の印刷はこちら→

「医療費のお知らせ」の送付が令和７年度分をもって終了します
ご自身の医療費情報の確認については、マイナポータルを是非ご利用ください

マイナポータル等のデジタル化の推進に伴い、今回（令和8年1月送付分）の送
付を最後に終了いたします。なお、今後は、希望される方からの依頼により、
送付する予定です。

マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」のご利用を
お願いいたします。
※資格確認書をお持ちの場合は資格確認書で受診いただけます。

よくある
ご質問

Q．いま手元にある健康保険証はどうすればいいですか？
Ａ．健康保険証の返却は不要です。ハサミを入れるなど、ご自身で
　　廃棄をお願いします。


